
  - 1 - 

業 務 仕 様 書 

 

 

港区（以下「甲」という。）と指定管理者（以下「乙」という。）は本仕様書に

定める仕様により業務を行う。 

 

 

１ 件  名  港区立浜松町駅北口自転車等駐車場等の指定管理業務 

 

２ 履行期間  令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 

 

３ 履行場所 

（１）浜松町駅北口自転車等駐車場 

ア 所 在 地   港区海岸一丁目２番３４号 

イ 構  造   鉄筋コンクリート造 地下１層 

ウ 延床面積   １，０８１．４㎡（道路付属物） 

エ 駐車方式   地下自走式 

オ 収容台数   自転車：２００台 原付：５０台 

（２）桜田公園自転車駐車場 

ア 所 在 地   港区新橋三丁目１６番１５号 

イ 構  造   鋼矢板連続壁 

ウ 延床面積   ３１４.８㎡（公園占用物） 

エ 駐車方式   地下機械式 

オ 収容台数   自転車：２基４０８台 

 

４ 業務時間  午前４時３０分から翌日の午前１時３０分まで 

（ただし、１２月３１日から１月１日までは鉄道各線の運行状

況により終夜業務とする場合がある。） 

 

５ 業務内容 

（１）駐車場利用受付及び案内業務 

ア 定期利用者の利用申請受付、承認及び利用証等の発行 

（機械式駐車場については、車検及びＩＣタグ付けを含む。） 

イ 駐車票貼付指導及び指定駐車ゾーンへの誘導・案内 

ウ 利用者台帳の整備 

エ 駐車場利用規則の案内及び周知 

オ 利用方法等案内業務 

カ 駐車場の利用に関する各種申請書類等の受付 

キ 翌年度定期利用者の募集等に関する業務 
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ク その他駐車場利用に関する問合せ対応 

（２）駐車車両等の誘導及び管理業務 

ア 入庫可能車両の確認 

（ア）道路交通法第２条に規定する自転車又は原動機付自転車であること。 

（イ）自転車等の構造又は規格が、駐車場の構造又は設備に適合すること。 

（ウ）最大収容車両の範囲内であること。 

（エ）一時利用希望車両または定期契約車両であること。 

イ 駐車車両の保管管理 

（ア）駐車場内の自転車等の整理 

（イ）不審駐車及び長期駐車車両の措置に関する業務 

（ウ）入庫状況及び夜間等の残留車を把握、記録 

（エ）定期及び時間利用状況の適宜確認 

ウ 満車時の措置 

（ア）場内待機車両の整理及び誘導 

（イ）前面道路での交通整理 

（ウ）近隣駐車場への案内、誘導 

エ 繁忙時における入出庫口等における車両の誘導 

オ その他場内事故の未然防止に関する業務 

（３）利用料金の収受に関する業務 

ア 定期利用料金の収受 

（ア）専用の窓口を設置すること。 

（イ）専用の利用カード等を発行すること。 

イ 一時利用料金の収受 

（ア）入出庫時間を確認後、利用料金を収受すること。 

（イ）原則として駐車場利用前に料金を収受すること。 

ウ 利用料金の保管 

（ア）収受した現金、金券類は鍵のかかる格納庫等に保管すること。 

（イ）格納庫等は、複数の管理員が立会いの下、開閉すること。 

（ウ）駐車場内には、業務に必要のない現金、金券類を保管しないこと。 

エ 利用料金の集金、集計 

（ア）収受した現金、金券類は、週に１回以上集金すること。 

（イ）収受した現金、金券類は、専門の担当者が集金すること。 

（ウ）収受した現金、金券類は、専用の集金袋に収納し輸送すること。 

（エ）集金した現金、金券類は、ジャーナルと照合し過誤等がないか確認 

すること。 

オ 自動券売機の管理 

（ア）つり銭を過不足なく用意すること。 

（イ）機器内の金銭を適切に管理すること。 

（ウ）入出金情報を適宜管理、記録すること。 

（エ）駐車券を適切に管理、保管すること。 
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（オ）駐車場利用者が希望したときは、領収書を交付すること。 

カ その他 

（ア）上記３（１）の施設では、キャシュレス決済機能を有した精算機を

リースし、管理すること（一時利用料金の交通系ＩＣによる電子マネ

ー決済は必須とし、サービス内容については甲と協議の上決定す

る）。上記３（２）の施設では、甲が設置する精算機（令和５年度に

交通系ＩＣによる電子マネー決済が可能な精算機を設置予定）を、甲

が提示するキャッシュレス決済事業者と契約の上、管理すること。 

（イ）駐車券紛失時の取扱い等、利用料金処理に関すること。 

（ウ）乙の持込機器による業務に関すること。 

（エ）違法駐車等の取締り及び超過料金等の徴収 

（４）場内巡回及び警備等に関する業務 

ア 場内巡回に関する業務 

（ア）出入口及び管理室の開閉（鍵の開け閉め） 

（イ）消火設備使用良否の点検確認 

（ウ）緊急事態発生時の関係各所への通報処理 

（エ）不適切利用者、不審者等の発見と処置、連絡 

（オ）故障車両の確認 

（カ）各機器の目視による簡易点検 

（キ）自動券売機、自転車ラック、空気入れ等の応急修理 

（ク）施設等の破損箇所の発見と処置、連絡 

（ケ）各室の鍵の管理及び各施錠箇所の点検確認 

イ 警備に関する業務 

（ア）駐車場内への入退場者の監視 

（イ）監視カメラによる場内監視、録画及び保管 

（ウ）各種管制、監視装置の監視及び異常警報時の通報連絡 

（エ）不法侵入者及び挙動不審者の警戒 

（オ）隣接地帯の災害予防及び早期発見と処置 

（カ）その他危険状態の発見と処置 

（キ）緊急事態発生時の関係機関への通報連絡 

ウ シャッター開閉時の警戒業務 

（ア）操作時の顧客の安全確認及び誘導 

（イ）操作時のシャッター下部の安全確認 

（ウ）故障時の関係先への通報及び処置 

（エ）火気の点検 

（オ）不適切残留者の確認 

エ 事故発生時の措置 

（ア）負傷者等の救助及び初期消火活動 

（イ）駐車場利用者の避難誘導及び場内の安全確保 

（ウ）車両及び施設の損傷状況の確認 
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（エ）写真撮影等による事故発生状況の記録 

（オ）当事者の確認及び事情聴取 

（カ）関係機関への速やかな通報及び区への連絡、報告 

（キ）その他必要に応じた処置 

オ 災害発生時の措置 

（ア）台風、大雨等の災害に関する情報収集 

（イ）水防及び防災に対する適切な処置 

（ウ）駐車場利用者の安全確保、救助、誘導 

（エ）関係機関への通報及び甲への連絡、報告 

（オ）損傷箇所等の応急措置及び簡易な原状復帰 

カ 防火管理業務 

（ア）消防法第８条に規定する防火管理者の配置及び消防計画の作成 

（イ）消防計画に基づく防火管理業務及び総合操作盤の監視、操作その他防

火管理上必要な業務 

（ウ）その他 

① 場内放送、電話対応等 

② 遺失物関係の受理及び書類作成並びに保管 

③ 関係官公庁及び関係機関との連絡調整 

④ 駐車場周辺（出入口周辺）の放置自転車等の整理 

キ エスカレーター運行監視業務（浜松町駅北口のみ） 

故障後の関係先へ通報 

（５）施設・設備等の保守及び修繕に関する業務 

ア 基本事項 

（ア）対象設備は、別紙「自転車等駐車場設備一覧」のとおりとする。 

（イ）利用者に利便性及び快適性の提供を図ること。 

（ウ）適切かつ効率的な運転に努め、常に適正な状態に維持保全すること。 

（エ）修繕は、緊急性または必要性が認められるものから行うこと。 

（オ）修繕に伴い発生した営業損失は、原則として乙の負担とする。 

イ 法定点検 

法令により実施が義務付けられている施設・設備は、法定点検等所定

の事項及び回数を実施し、監督官庁への届出及び報告すること。 

ウ 定期保守点検 

製造元系列会社が推奨する実施内容、時期、回数をもとに年間計画を 

作成し、実施すること。 

エ 緊急保守点検 

不慮の事故等、緊急の事態が発生し、施設の安全上必要と認めたとき 

は、直ちに保守点検を行うとともに、応急処置を講じること。 

オ 運転・監視業務 

（ア）設備の適切な運転操作（起動・停止・設定変更等）を行うこと。 

（イ）常時運転状態を監視すること。 
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カ 日常点検等 

（ア）施設内の定期的な巡回点検（毎日、目視程度） 

（イ）消耗品の交換及び在庫管理 

（ウ）業務日誌の記録 

キ 特殊建築物定期点検 

建築基準法第１２条及び同施行令第３９条に基づく、特殊建築物等及 

び建築設備定期点検調査を行うこと（年１回）。 

ク 業務完了報告 

各業務完了後、速やかに業務完了報告書を甲に提出すること。 

（６）場内等の清掃、整頓その他環境整備に関する業務 

ア 日常清掃 

（ア）常に清潔感を与える状態を保つこと。 

（イ）場内各作業箇所の意匠や汚れに応じて清掃を行うこと。 

イ 特別清掃 

適宜、駐車場床面の高圧洗浄及びワックス塗付等を行うこと。 

ウ 環境管理業務 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に準じて、適宜下記業

務を実施すること。 

（ア）防虫防鼠駆除業務 

（イ）受水槽、排水管等清掃業務 

（ウ）水質検査業務 

（エ）空気環境測定業務 

（７）事業報告書等の作成・提出 

ア 業務日誌の作成 

イ 月次報告書の作成・提出（翌月１０日までに提出） 

（ア）収支実績表 

（イ）売上実績表 

（ウ）利用台数状況表 

イ 各設備保守管理報告書の作成・提出 

ウ 各設備修繕報告書の作成・提出 

エ 適宜報告するもの 

（ア）事故報告書 

（イ）業務改善提案書 

（ウ）その他必要な書類等 

オ 駐車場管理に必要な台帳等の作成 

（ア）管理要員勤務表、シフト表 

（イ）鍵管理簿 

（ウ）緊急連絡網 

（エ）遺失物台帳 

（オ）巡回及び点検に関するチェックリスト 
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（カ）各種業務マニュアル等 

（８）その他駐車場管理等に関する業務 

ア 照会・視察対応等 

（ア）警察署、消防署からの照会等に関する業務 

（イ）視察・取材者の案内、場内各室の開錠及び施錠 

（ウ）その他視察・取材時における立会い、同席等 

イ 利用者アンケート調査の実施、報告 

 

６ 管理・監視人員 

上記５の業務に必要な人員を配置すること。特に業務繁忙時間帯は留意す 

ること。 

 

７ 費用負担等 

乙の事業運営に係る費用負担には以下のものが含まれる。 

（１）本施設の運営に伴う光熱水費及び通信費 

（２）照明設備の管球の交換、その他設備の消耗品の交換及び交換後の発生材の

運搬・処分 

（３）１件１３０万円（消費税込み）以下の軽易な修繕及び発生材の運搬・処分

（ただし、施設の設計・構造上の瑕疵によるもの、自然的又は人為的な現象

等、不可抗力による施設・設備の被害復旧を除く） 

（４）駐車場管理に必要な事務用品、什器及び消耗品 

（５）清掃作業に必要な機器類、材料、消耗品等及び作業によって発生する廃棄

物等の運搬・処分及び監督官庁へ届出 

（６）大雨、雪等の対応に必要な土のう設置、簡易な雨水導水、凍結防止材散布、

雪かき等における材料及び処置等 

 

８ その他特記事項 

（１）甲は、この管理業務の範囲内で緊急かつ必要と認められるものについては、

乙に対して臨機の処置を講ずるよう求めるとともにその処置について報告

させることができるものとする。 

（２）乙は、本管理業務を開始する前に事務及び管理業務の取扱いについて、施

設の管理員の研修を実施すること。 

（３）乙は、緊急連絡網を整備し、甲及び関係機関との間において危機管理体制

を構築すること。 

（４）乙は、係員に駐車場に設置されている自動対外式除細動器（ＡＥＤ）を適

正に操作できるよう研修等を受講させること。 

（５）甲が所轄消防署の指導のもとに消火訓練や避難誘導訓練を実施するとき

は、乙の管理員も訓練に積極的に参加、協力すること。 

（６）工事等により臨時休業する場合がある。 

（７）本仕様書に定めのない事項又は業務の実施に当たって疑義が生じた場合
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は、甲と乙が協議してこれを定めるものする。 

（８）乙の責務 

ア 区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する

必要な措置を講ずること。 

イ 常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況につ

いて確認の上適宜報告すること。 

ウ 関係法令等を遵守し、その適用及び運用は乙の責任において適切に行う

こと。業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及

び期間満了後においても同様とする。 

（９）港区電力調達方針に基づく小売電気事業者への切換え 

港区電力調達方針に基づき、上記３の各施設で使用する電力を再生可能

エネルギー由来 100％の電力に切替えること。切替先小売電気事業者は別

途区が指定することとし、係る費用は区の負担とする。 

 

９ 監視業務及び危機管理等に関する官公署担当部署 

（１）浜松町駅北口自転車等駐車場 

ア 浜松町駅北口交通広場・デッキ・エスカレーター 

港区芝地区総合支所まちづくり課   電話３５７８－３１３１ 

（２）桜田公園自転車駐車場 

ア 港区立桜田公園 

港区芝地区総合支所まちづくり課   電話３５７８－３１３１ 

イ 港区立生涯学習センター 

（公財）港区スポーツふれあい文化健康財団 

（２階管理室）電話３４３１－１６０６ 
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